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介護予防日常生活支援サービス事業重要事項説明書 

 

１．当法人の訪問介護サービスの特徴 

（１） 運営の方針 

私たちは、カトリックの隣人愛の精神を基盤に置き、介護に重荷を負って苦渋しておられる方々の 

立場に立ち、利用者の意志及び人格を尊重しながら、可能な限り利用者が住み慣れた居宅において、 

自己の能力に応じ、自立した生活が営めるように、訪問介護サービスを通してまごころを込めてお手伝

いさせていただきます。 

 

（２） 訪問介護サービスの事業の目的 

  要介護状態のご利用者に対し、その利用者が可能な限り住み慣れた自宅で自立した生活を営めるよう、 

入浴、排泄、食事の介助、その他の生活全般にわたる援助を行う介護保険における訪問介護事業を提供

することを目的とします。 

 

２．当法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人真愛の家 

代表者役職・氏名 理事長 冨田 公教 

法人本部所在地 京都府舞鶴市字上安小字中ノ脇1697-36 

電話番号 0773-75-1333 

 

３．ヘルパーステーション真愛の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事 業 所 名            ヘルパーステーション真愛 

所 在 地            〒624-0912京都府舞鶴市字上安小字中ノ脇1697-36 

介護保険指定番号            72700040 

サービスを提供する地域 舞鶴市 

 

（２）同事業所の職員体制 

 資    格 常    勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者        介護福祉士 １（兼務） ０ 相談･援助、苦情受付、 １名 

サービス 

提供責任者 
介護福祉士  2（兼務1名） ０ 

サービス調整、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

参加、訪問介護 
2名 

そ

の

他

従

事

者 

介護福祉士 7名以上 訪問介護 7名 

2級課程修了者 

（初任者研修修了者）    
 1  1 訪問介護 2名 

 

（３）サービス提供時間帯 

 
通常時間帯 

8:00～18:00 

備  考 

 

平     日        ○ 時間帯は相談に応じます。 

土、日、祝祭日 ○  
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（４）当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

  電  話    0773-78-2883 （原則午前8時～午後５時半まで）FAX 0773-75-1755 

  担  当  平林 里絵 （管理者、サービス提供責任者） 

      平林  里絵 （サービス提供責任者） 西川  晴美 （サービス提供責任者) 

 

４．サービス内容について 

ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画 

（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた介護予防サービス計画によって定められます。 

５．利用料金について 

介護予防サービス計画において指定介護予防訪問介護が必要と認められたものは下記の料金が定め

られています。 

 

（１）基本利用料金について 

提供した介護サービスが、法定代理受領サービスである場合、介護報酬告示上の額とし、ご利用者の

介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額がご利用料金となります。ただし、介護保険の

給付の範囲（区分支給限度額）を超えたサービス分は全額自己負担(10割)となります。 

①介護保険負担割合証の記載内容等、詳細については舞鶴市役所担当部局 高齢者支援課へお問い合わ

せください。 

②ご利用者が、まだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいた

だきます。要介護もしくは要支援の認定を受けた後、自己負担を除く金額が介護保険から払い戻されま

す。（償還払い）償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載

した「サービス提供証明書」を交付します。 

③介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された内容に応じてご利用者の負担額を変更します。 

 

＜基本料金＞（自己負担額 1ヶ月につき） 

※負担割合証に記載された割合に乗じる                                 

介護予防訪問介護（Ⅰ） １．１７６ 週1回 

介護予防訪問介護（Ⅱ） ２．３４９ 週2回 

介護予防訪問介護（Ⅲ） ３．７２７ 週3回以上 要支援２のみ 

                                      （単位・円） 

 

（2）加算について 

 

① 初回加算  200円／月   

新規の利用者宅に、初回の訪問介護と同月にサービス提供責任者が訪問介護を行うか、 

同行した場合。 

② 介護職員等処遇改善加算 （Ⅰ） 

所定の単位数に24.5％に相当する加算を乗じた金額。 
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（３） 交通費について 

舞鶴市内の方は無料です。市外でサービスをご利用の方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費

が必要です。その場合、舞鶴市境よりご自宅までの間につき、1 ㌔当たり 50 円とし、利用者の同意を

いただいた上で、往復の分をいただきます。 

 

 

（４）その他の費用 

①ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には、

1枚につき10円をご負担いただきます。 

②ご利用者の都合でサービスを中止する場合は下記のキャンセル料をいただきます。 

・利用予定日の前日までに申し出があった場合   無 料 

・利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 利用料金の50% 

（自己負担相当額） 

③サービス提供を行う訪問宅で、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話代等の費用、

オムツやゴム手袋等の消耗品費用はお客様の負担となります。 

 

 

（５） 利用料金のお支払い方法 

①毎月、10日までに前月分の請求をいたします。お支払いいただきますと、領収書を発行します。お支払

い方法は、現金払いか銀行引落のいずれかをご契約の際に選べます。 

引き落としは 翌月の26日です。(土曜、日曜は翌日) 

②ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいた

だきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者

が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

６．個人情報の保護 

ご利用者にサービスを提供する上で知り得た情報は、ご利用が終了した後も第三者に漏らすことはありま

せん。ただし、ケアマネジャー、医師、関係機関への報告、調整等においては情報提供が必要なときがあ

ります。別紙の同意書をご確認ください。 

 

７．研修制度について 

サービスの質の向上のため、事業所においては職員へ階層別研修、京都府介護福祉士会主催の研修 

京都府人材センターによる研修などへの計画的な参加を促しております。 

 

8．高齢者虐待防止のための措置 

ご利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行い、必要時には行政機関と連携し対応

させていただきます。 
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9．感染症対策について 

感染症の予防及び蔓延防止のために、法人に開設されている感染症委員会に参加し、平常時には衛生管理

に留意した予防策を講じます。感染症発生時には、感染症マニュアルに沿って状況に適した対策を行いま

す。 

 

10，業務継続計画策定について 

事業所は、感染症の拡大や非常災害時の発生において、ご利用者に対しサービス提供の継続的な実施や 非

常災害時体制での早期なサービスの再開のために、計画を作成しております。（業務継続計画という）訪問

介護員（職員）に対しては、定期的な計画の見直しと、必要に応じた研修の開催を行っております。 

 

11，損害賠償等について 

ご利用者のサービス提供にあたり、事故等が発生した場合は、事故対応マニアルに従い、速やかな対応と

処置を行います。また、事業所の責めに帰する場合は、その損害を賠償します。ただし、その損害の発生

について、ご利用者またはご家族に重大な過失が認められる場合は、賠償額を減額することがあります。 

 

12，医療と介護の連携等について 

ご利用者へのサービス提供にあたり、把握した利用者の服薬状況、口腔機能、その他の利用者の心身の状

態及び生活の状況に係る必要な情報は、本人の同意を得て担当する包括支援センター若しくは担当するケ

アマネジャーへ情報提供を行ないます。 

 

１３；緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、ご家

族、居宅介護支援事業者等への連絡を行い、緊急時対応・事故時対応マニュアルに従い速やかに対応を

し、必要な処置をいたします。 

 

主治医 
主治医氏名  

連 絡 先       

ご家族 
氏 名       

連 絡 先       

担当ケアマ

ネジャー 

事業所名  

氏 名  

 

 

１４、サービスの提供をお断りする場合・中止をお願いする場合 

（1）事業者は、利用者またはその身元引受人ないしご家族、その他関係者が故意に法令違反 

その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の事前の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、

本契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書による通知により、この契約を解除する場

合があります。 
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 （2）ご利用料金の不払いについて改善が見込めない場合には、担当介護支援専門員や行政担当課へ相

談後、サービス提供を中止する場合があります。                                   

（3）サービス援助時に訪問介護員に対し、性的な言動又は威嚇や暴言など業務上必要かつ相当な範囲を

超えるものにより訪問介護員の援助が大きく妨げになるような行為が確認された場合。 

（4）自然災害(台風・地震・大雨・大雪等)の発生時には、ご利用者並びに訪問する職員の安全確保のため、

ご利用者もしくはご家族へ連絡を入れさせて頂いた上で、サービスを延期または中止させていただく場合

があります。 

その場合日割り計算をして、中止した期間をさし引き請求致します。 

 

１5．サービスの内容に関する苦情対応 

提供したサービスについて苦情がある場合、または相談、ご意見等があった場合は速やかに対応します。                                            

 

 

令和  年    月    日 

 

  訪問介護の提供開始にあたり利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要事項の説明をしました。 

 

 

事業所  

所在地  京都府舞鶴市字上安中の脇1697-36 

名 称  ヘルパ―ステーション真愛      

     

 

（説明者）  氏  名                                  

 

 

  私は、契約書及び本書面により、重要事項の説明を受け、訪問介護サービスの提供開始に同意します。 

 令和  年    月    日 

 

     ご本人 
住  所   舞鶴市                                          

 

氏  名                                                      

 

     代理人 
住  所                                                 

         

氏  名                                                                           

①当法人の訪問介護に関する苦情は左記載

の担当者が対応します。                                             

担当：在宅福祉部 副部長 岸 貴世子 

電話：０７７3-78-2773 

または、当事業所管理者 

②市町村の高齢者担当窓口に、相談・苦情窓口

に相談ができます。 

担当：舞鶴市福祉部 高齢者支援課 

電話：０７７３－６６－１０１３ 

③国保連の相談・苦情窓口に苦情を申し立てる

ことができます。 

担当：国民健康保険団体連合会・介護保険課 

電話：０７５－３５４－９０９０ 


